
１．CPD証明学協会等の推奨単位の変更のお知らせ
（R6.6から継続掲載）

２．評価項目の見直し(予定技術者居住地の設定)
（R7.12.24公告案件～）



１．CPD証明学協会等の推奨単位の変更
(一社)全国土木施工管理技士会連合会（以下「連合会」）の推奨単位が令和６年度か

ら改定になりました。（30ユニットの記載が削除された。）
従って、予定技術者が20ユニット取得していれば、予定技術者申請様式の

「継続教育（当該団体推奨単位以上取得）の有無」は「有」となりますので留意願いま
す。

のCPD証明書は、20ユニット
以上取得で「推奨単位以上取得」が
「有」となります

「東北地整総合評価ガイドライン(案)（20版）も改訂になっております。(P47)

申請様式３、３’予定技術者の資格・経験 抜粋



２．評価項目の見直し(予定技術者居住地の設定)
（R7.12.24公告案件～※）

施工能力評価型の変更点

１．「企業の能力等」の配点見直し
企業の地域精通度（本店、営業所の所在）･･･ 最大２点 → ３点

２．「技術者の能力等」の配点見直し
配置予定技術者の施工経験 ･･･ 最大７点 → ５点
配置予定技術者の工事成績表定点 ･･･ 最大７点 → ５点

３．「技術者の能力等」の評価項目を追加
配置予定技術者の地域精通度（地理的条件）に加算点措置

宮城県内に居住地あり
または
宮城県内の隣県（岩手県、秋田県、山形県、福島県）に居住し
競争参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係が５年以上

宮城県内に居住地なし
または
施工県内の隣県 、 、 、 に居住し
競争参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係が５年未満

３点

０点
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２．評価項目の見直し(予定技術者居住地の設定)（R7.12.24公告案件～※）



提出様式の記載箇所（別記様式３の例）

注意！！


